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デジタル技術を活用した生産者の供給と実需者の需要のマッチングを図る

仕組みの構築による、地域食材の高付加価値化や生産者の稼ぐ力の向上を図

るため、県内事業者が行う、農林水産物の受注発注システム（以下、「マッ

チングアプリ」という。）を活用した地域内の需要情報及び供給情報の可視

化を通した、地産地消の実現に資する新しい流通網の構築を図る実証事業で

あって、山形県知事が認定したものに補助金を交付します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【特に留意いただきたい事項】※詳細は本公募要領をご確認ください。 

◇ 本補助金の認定は先着順ではありません。また、受付期間内に申請いただいた内容につ

いて審査を行いますので、その結果として不採択（補助金を受け取れないこと）や申請内

容から減額したうえでの交付決定となる場合があります。 

◇ 申請いただいた事業計画に記載のある金額の全額に対して、補助金の交付決定を保証す

るものではありません。「事業計画書」の内容を審査し、必要に応じて事業者にご照会・ご

連絡等を行ったうえで予算の範囲内で補助金交付額を決定し、通知いたします。 

◇ 補助金の対象となる経費の発注・契約・支出行為は、令和８年４月１日以降に本事業の

実施にあたり発生したものとなります。 

◇ 補助金の支払いは原則として事業完了後となりますので、補助事業遂行の際には自己負

担が必要となります。 

◇ 同一の事業が国、県、市町村等の他の補助金に採択されている場合は、本事業に申請す

ることはできません。 

※本事業への応募後、同一の事業が他の補助金に採択された場合は速やかに事務局まで

ご連絡ください。 

令和８年度山形県食と農の需給マッチング支援事業費補助金

公募要領 
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地産地消のための、主にＢtoＢ向けマッチングアプリを活用して地域内の農林水産物の需

要・供給情報を可視化し、地域の生産者と実需者のマッチングを図ることで、地産地消の実現

に資する新しい流通網の構築を図る実証事業であって、次の各号に掲げる要件を全て満たすも

のとする。 

（１）令和８年度山形県食と農の需給マッチング支援事業費補助金交付要綱（以下、「要綱」

という。）別表２に定める要件を満たすマッチングアプリを利用すること。 

（２）規格外野菜や伝統野菜等、市場での取引量が少なく消費地域が限られている農林水産物    

を積極的に取り扱うこと。 

（３）要綱別表３に定める成果目標（マッチングアプリ登録事業者（県内農林漁業者／県内実

需者）数、マッチング成約件数、取引金額）を達成できる見込みであること。 

（４）就農後３年目以内の農業者が生産する農林水産物を取り扱うこと。 

（５）地域でブランド化を進めている特産物等を積極的に取り扱うこと。 

 

 

県内に主たる事業所等を有する中小企業・小規模事業者で、以下の（１）～（３）のいずれ

にも該当する者とする。 

（１）令和７年度以前において、要綱別表２に定める条件を満たすマッチングアプリを活用し

て地域の生産者と実需者のマッチングを行った実績があること。 

（２）県内の複数の農林漁業者及び実需者（飲食店、宿泊施設、介護施設等）との取引を有

し、本事業開始時から複数のマッチングの成立が見込めること。 

（３）県内に自社店舗等を有し、マッチングが不成立の場合でも農林水産物の販売先として機

能する体制を整えていること。 

 

なお、本事業における中小企業、小規模事業者の定義は以下のとおりです。 

 定 義 

中小企業 
中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者（但し、

下記に掲げる小規模事業者を除く。） 

小規模事業者 
常勤従業員数が、製造業その他の業種・宿泊業・娯楽業においては

20人以下、卸売業･小売業･サービス業においては5人以下の事業者 

 

＜中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者の範囲＞ 

【中小企業者】 

業種 

下記のいずれかを満たすこと 

資本金の額又は 

出資の総額 

常勤 

従業員数 

製造業、建設業、運輸業 3億円以下 300人以下 

卸売業 1億円以下 100人以下 

サービス業（ソフトウェア業、情報処理サービス業、

旅館業を除く。） 
5,000万円以下 100人以下 

小売業 5,000万円以下 50人以下 

１ 補助対象事業 

２ 補助対象者 
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ゴム製品製造業（自動車又は航空機用タイヤ及びチュ

ーブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。） 
3億円以下 900人以下 

ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下 

旅館業 5,000万円以下 200人以下 

その他の業種（上記以外） 3億円以下 300人以下 

※ 常勤従業員数は、中小企業基本法上の「常時使用する従業員」をいい、労働基準法第20

条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」と解されます。これには、日々雇い

入れられる者、2か月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に4か月以内の期間を

定めて使用される者、試の使用期間中の者は含まれません。 

 

【組合関連】 

 

 

 

 

 

 

以下に該当する場合は対象外となります。 

財団法人（公益・一般）、社団法人（公益・一般）、医療法人、宗教法人、学校法人、

農事組合法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、法人格のない任意団体、系統出荷

による収入のみである個人農業者 

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条第５項に規定する性風俗特殊

営業を営む者 

中小企業若しくは法人の役員、従業員等又は個人事業主が暴力団等の反社会勢力である

場合、又は反社会勢力との関係を有する場合 

政治団体、宗教上の組織又は団体による事業 

本補助事業に申請する内容と同一の事業が国、県、市町村等の他の補助金に採択されて

いる場合 

その他、本事業の目的・趣旨等から適切でないと山形県が判断する場合 

 

 

 

項 目 内 容 

補助率 定額（10/10） 

補助金額 上限3,840千円 

※ 補助金の額は千円未満切捨てとします。 

※ 予算の範囲内での採択となるため、補助金認定額が減額される場合があります。 

 

 

本事業の補助対象となる経費は、以下の要件を全て満たす経費です。 

・補助事業の遂行に必要なものと特定できるもの 

３ 補助率・補助金額 

４ 補助対象経費 

 企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、商工組合、商

工組合連合会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工

業協同組合連合会、生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、

酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術

研究組合（直接又は間接の構成員の3分の2以上が中小企業者であるもの） 
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・補助事業実施期間に実施した活動に要する経費で、かつ、補助事業実施期間内に支出され

るもの 

・社会通念上適正な価格で取引されたもの 

・補助対象経費として明確に区分できるものであり、またその経費の必要性及び金額の妥当 

性を証拠書類によって明確に確認できるもの 

・以下の経費区分に該当するもの 

経費区分 内 容 

①システム利用料  マッチングアプリを用いた農林水産物の取引の事業実施にあたり、ア

プリ運営事業者へ支払うアプリの利用料 

②管理費 マッチングアプリを用いた農林水産物の取引の事業実施にあたり必要

となる経費 

(1)謝金 

 事業の遂行に必要な指導・助言を受けるために依頼した専門家等に謝

礼として支払われる経費（専門家等に支払われる旅費を含む） 

※ 補助事業の事業計画作成に関わった商工団体や金融機関等の支援機関の

職員に対する謝礼を補助対象とすることはできません。 

※ 謝金の単価は補助対象者が定める規定等によりその根拠が明確であり、

その金額が社会通念上妥当なものである必要があります。 

※ 依頼する業務内容について事前に書面等を取り交わして、明確にしなけ

ればなりません。 

※ 本補助事業への申請書類の作成代行費用は補助対象外です。 

※ 補助事業者に指導・助言する専門家等に対する謝礼が該当し、指導・助

言以外の業務を受託した専門家等に対する謝礼は「(5)委託費」に該当し

ます。 

 

(2)旅費 

事業の遂行に必要な情報収集・各種調査や、事業周知等のための交通 

費 

 ※ 宿泊料、ガソリン代、駐車場代、タクシー代等は補助対象外です。 

 

(3)借料（会場借料含む）・損料 

事業の遂行に直接必要な機器・設備等のリース代・レンタル料や、事 

業の説明会を行う会場費等として支払われる経費 

  ※ 契約期間が補助事業期間を超える場合は、按分等の方式により算出さ

れた補助事業期間分のみが補助対象となります。 

  ※ 通常の事業活動等補助事業以外にも使用するものは補助対象外です。 

  ※ 事務所等に係る家賃は補助対象外です。 

 

(4)消耗品費 

事業の遂行に直接必要な資材、部品、消耗品の購入として支払われる 

経費 

  ※ 汎用性があり目的外使用となり得るもの（コピー用紙等）の購入費用

は補助対象外です。 
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(5)委託費 

事業の遂行に必要な業務の一部を団参者に委託（委任）するために支 

払われる経費 

  ※ 委託内容、金額等が明記された契約書等を締結し、委託する側である

補助事業者に成果物等が帰属する必要があります。 

 

(6)人件費 

申請者が正規雇用している職員が、補助事業期間中に事業遂行に必要 

な業務・事務に従事した分として支払われる経費 

  ※ 経費の積算方法は、「補助事業等の実施に要する人件費の算定等の適

正化について」（平成22年９月27日付け22経第960号大臣官房経理課長

通知）に基づき、算定すること。 

  ※ 実績報告時に、時間単価の設定根拠や作業日報等の提出が必要になり

ます。 

 

(7)雑役務費 

事業遂行に必要な業務・事務を補助するために補助事業期間中に臨時 

的に雇い入れた者のアルバイト代、派遣労働者の派遣料、交通費として

支払われる経費 

  ※ 実績報告時に、作業日報や労働契約書等の提出が必要になります。 

  ※ 臨時雇い入れと見なされない場合や通常業務に従事させる場合は補助

対象外です。 

 

(8)資料印刷費 

事業遂行に必要な資料等の印刷を行うために支払われる経費 

 

(9)配送料 

マッチングが成立した商品の集配・配送のために運送事業者へ支払わ 

れる経費 

 

※ 原則として現金により支出した経費は補助対象外となります。 

※ 「①システム利用料」については、必ず見積書を添付してください。 

 

 
(1) 補助事業実施期間 

令和８年４月１日（水）から令和９年３月31日（水）まで 

※ この期間内に発注・契約・納品・検収・支払を完了する必要があります。 

※ この期間内に上記が完了しない場合、補助金を受け取ることはできません。 

 

 

 (2) 実績報告書提出期限 

  事業終了後20日以内、または令和９年４月９日（金）のいずれか早い日まで 

 

 

５ 補助事業実施期間・実績報告 

６ 申請手続き 
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 (1) 申請受付期間 

令和８年４月30日（木）から令和８年５月18日（月）午後５時まで 

 

(2) 申請方法 

 下記メールアドレス宛に電子メールで提出  

 山形県 農林水産部 農産物販路開拓・輸出推進課 販路開拓・食ビジネス推進担当 

メール：ynosansui#pref.yamagata.jp 

    （送信する際は、「#」の部分を「＠」に修正してください。） 

(3) 提出書類 

  ※申請様式については、山形県のホームページよりダウンロードの上、ご利用下さい。 

（URL：https://www.pref.yamagata.jp/140031/r8syokunomatching_hojokin.html） 

 

 提出書類 

１ 【様式第１号】事業計画書の提出文書 

２ 【別記様式第１号】事業計画書 

３ 【別記様式第２号】収支予算書 

４ 【様式１】提出書類確認書 

５ 【様式２】暴力団排除に関する誓約書 

６ 決算書の写し 

※法人は直近２年間の貸借対照表、損益計算書、製造原価報告書、販売管理

費明細、個別注記表の写し、個人事業主は直近２年間の所得税青色申告決

算書の写し（白色申告の場合は収支内訳書の写し）を提出 

７ 申請日時点で有効期限内のシステム利用料に係る見積書の写し 

（令和８年４月30日以降に発行されたものに限る。） 

※各様式中、項目ごとの記載スペースが不足する場合は、適宜、項目欄の幅を広げるか別

紙を添付する等して、必要事項は省略することなくすべて記載してください。 

※提出された書類は返却しませんので、必ず控えを保管しておいてください。 

 

 
(1) 補助対象事業の決定方法 

補助対象事業は、以下のポイントを中心に審査を行ったうえで、地域食材の高付加価値化

や生産者の稼ぐ力の向上に資すると認められる事業計画を山形県知事が認定し、補助金の交

付を決定します（予算の範囲内での補助金の交付決定となります）。 

審査のポイント 

【補助対象事業としての適格性】 

○ 本公募要領に沿った事業になっているか 

○ テーマや事業内容から判断して、国（独立行政法人等を含む。）や県、市町村が実

施する他制度（補助金、委託費等）による助成を受ける事業と同一又は類似内容

の事業となっていないか 

○ その他 

・県が指定した申請書類様式により申請しているか 

  ・補助金申請額が補助上限額を超えていないか 

７ 審査方法・結果の通知 
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  ・同一法人・事業者が今回の公募で複数申請を行っていないか 

・必要な書類が添付されているか 

  ・その他書類不備等、補助対象要件違反となる事項がないか 

  ・事業実施期間中、補助対象事業者の要件を満たさなくなることがないか 

【事業計画】 

・自社の経営状況分析は適切に行われているか 

・事業計画は規格外野菜や伝統野菜等、市場での取引量が少なく消費地域が限られて

いる農林水産物を積極的に取り扱うなど、地域食材の高付加価値化や、生産者の稼

ぐ力の向上に資するものとなっているか。 

・事業計画は要綱別表３に定める成果目標（マッチングアプリ登録事業者（県内農林

漁業者／県内実需者）数、マッチング成約件数、取引金額）の達成が見込めるもの

となっているか 

・事業計画は具体的で実現可能性の高いものとなっているか 

・事業実施のための必要な体制・能力を有しているか 

・補助事業として費用対効果が高いか 

【積算】 

・事業費の計上や積算が正確かつ明確で、事業実施に必要なものとなっているか 

 

(2) 事業計画に関する照会等 

申請受付後、事業計画に関する照会等を行う場合があります。 

 

(3) 結果の通知 

申請事業者全員に対して、審査結果（交付決定又は不採択）を文書で通知します。 

 

 

申請受付期間        ： 令和８年４月30日（木）から令和８年５月18日（月） 

事業計画認定・交付決定   ： 令和８年５月 

※このスケジュールは予定であり、申請件数、審査の状況等により前後する場合があります。 

 

 

事業者への補助金の支払いは、事業完了後の精算払いとします。 

※ 「事業完了」とは事業計画書に基づく補助事業について、発注・契約・納品・検収・支

払を完了していることを指します。 

 

 

 

(1) 事業内容等について確認が必要な場合がありますので、申請の際は期限に余裕をもって

書類を提出してください。 

 

８ スケジュール（予定） 

９ 補助金の支払い 

10 その他 
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 (2) 補助事業実施期間は、令和８年４月１日（水）から令和９年３月 31 日（水）までとなり

ます。 

 

(3) 補助事業に係る経理について、その収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、事業終

了した翌年度から５年間保存しなければなりません。 

 

(4) 本事業終了後、事業の成果等を確認するため、複数年にわたってアンケート調査や決算

書等の提出をお願いする場合があります。 

 

(5) 複数の事業者から同一もしくは極めて類似した内容の申請があった場合、採択しない場

合があります。他社の事業計画をコピーしたり、他社からコピーされたりしないようご注

意ください。 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ先 
 

山形県農林水産部農産物販路開拓・輸出推進課 販路開拓・食ビジネス推進担当 

 〒990-8570 山形市松波二丁目８番１号 

 TEL 023-630-3029 

 URL https://www.pref.yamagata.jp/140031/r8syokunomatching_hojokin.html 



様式第１号 

 

年  月  日 

 

山形県知事 氏  名  殿 

  

事業実施主体 住所又は所在地 

氏名又は名称及び代表者氏名 

 

 

令和８年度山形県食と農の需給マッチング支援事業計画書の提出について 

 

 

標記について、関係書類を添えて提出します。 

  

 

 

 



 

 (様式 1) 
提出書類確認書 

 

商号又は名称   ：                              

代表者役職・氏名 ：                              

 

 

 令和８年度山形県食と農の需給マッチング支援事業費補助金の申請にあたり、以下の書類が揃って

いることを確認しました。 

 

※確認した書類については、「書類チェック」欄に☑してください。書類に不足がある場合は、補助金を申

請することはできません。 

書類が揃っている場合は☑してください。 書類チェック 

①事業計画書の提出文書(様式第1号)  □ 

②事業計画書(別記様式第1号) □ 

③収支予算書(別記様式第2号) □ 

④提出書類確認書(様式1) ※この様式です。 □ 

⑤暴力団排除に関する誓約書(様式2) □ 

⑥決算書の写し（直近２年間分） □ 

⑦申請日時点で有効期限内の見積書の写し 

・システム利用料 
□ 

 



 

（様式２） 

暴 力 団 排 除 に 関 す る 誓 約 書 

 

□ 私  □ 当社  は、 

１ 下記のいずれにも該当しません。将来においても該当することのないことを誓約します。 

２ 山形県の補助事業について、下記に該当する者であることを知りながら当該補助事業に関連する

契約（資材、原材料及び物品の購入契約並びにその他の契約）を締結することはしません。 

３ 下記の該当の有無を確認するために、山形県から役員名簿等の提出を求められたときは速やかに

提出します。また、当該役員名簿等に記載された情報等が山形県警察本部に提供されることについ

て同意します。 

４ 暴力団の不当な要求には応じません。また、山形県の補助事業について不当な要求を受けたとき

は、ただちに警察署へ通報（「110 番通報等」）するとともに、山形県に報告します。 

５ この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなって

も、異議は一切申し立てません。 

 

記 

 

○ 役員等（個人である場合にはその者を、法人である場合には役員又は支店若しくは契約を締結す

る事務所の代表者をいう。以下同じ。）が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平

成３年法律第77号）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は暴力団員

でなくなった日から５年を経過しない者（以下「暴力団員等」という。）であること。  

○ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団をい

う。以下同じ。）又は暴力団員等が経営に実質的に関与していること。 

○ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的を

もって、暴力団又は暴力団員等を利用する等していること。 

○ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的あるい

は積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していること。 

○ 役員等が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していること。 

○ 個人である場合は、指定暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第９条に規

定する指定暴力団員をいう。）と生計を一にする配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻

関係と同様の事情にある者を含む。）であること。 

 

山形県知事 殿 

 

  年  月  日 

 

住所又は所在地 

 

商号又は名称 

代表者職氏名 

 

            本件責任者氏名        連絡先電話番号 

              担当者氏名        連絡先電話番号 

 


